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（大津）　「持続可能な開発」という言葉が語られるよ

うになりましてからもうだいぶ時間がたっておりま

すが、本日のパネル①もそれをベースに置きまして、

さらにそのうえで国際的な協力ないしは地域的な協

力、これで環境保護をさらに押し進めよう、そこでど

ういうことが可能か、どういう希望をそれぞれの地

域・国民が持っているか、それをこのパネルでいろい

ろ出し合ってみたいということが趣旨です。

　単に政府が中央から呼びかけをするというだけで

はなく、地域による住民の皆様がそれぞれのアイデア

を持ち寄る。さて、そういうことをする場合にも、ど

こかがある程度の受け皿を用意している方が好都合

であろうということで、今日は今ご紹介いただいた５

か国から、ある意味でそれぞれ環境行政の最高の責任

者においでいただいております。

　ここでは、それぞれの国で今申しました趣旨、つま

り環境保護、プロテクションの領域で、国際的あるい

は地域間の協力ということでどういうことが可能か、

どうやってパートナーシップを作り出していけるの

かということについて、皆様にそれぞれお話をいただ

ければと思います。

　本日の会場、舞鶴市は、海外の姉妹都市としてはロ

シアを最初に選ばれたということで、ごく近くのお

隣、ロシアからの代表の方にまずお願いしたいと思い

ます。アンドレイ・セルゲイビチ・プレシコフさんに

最初の言葉を、よろしくお願いします。

（プレシコフ）　ありがとうございます。最初にロシア

代表にお話しする機会をいただきありがとうござい

ます。非常に興味深いトピックの話を今日はしており

ます。地方の自治体、地方のコミュニティと環境にお

ける協力ということです。この北東アジアという具体

的な地域について話をしているわけです。地図を思い

浮かべてください。そこを見てみると、ロシア連邦の

半分、これはアジアなのです。東北アジア、とても近

いところにあります。

　我々にとって、ロシア政府にとって、そしてロシア

の環境庁にとって、とても大切なことははっきりした

イメージを描くことなのです。我々は隣国とどういっ

たことをすべきか。我々の協力をどういった方向に進

めるべきか。どのような有益なアイデア、意見、体験

の共有ができるだろうか。そういったことを考えてい

く必要があると思います。

　はじめに強調したいことがあります。ロシア連邦に

とって、特に地方自治体の協力ということであります

が、まず環境の法律があります。我々が厳密に法律的

な協力をしようとしたときには、まず何ができるか。

環境法でどういったことができるかを考えるべきだ

と思うのです。この法規制をどういったかたちで作っ

ていくか、ここで考えていく必要があるのです。それ

で初めて協力の土台になると思います。

　これはすでにいくつかのミーティングで話し合わ

れています。ＥＳＣＡＰの枠組みの中でこの環境法に

ついての話をされています。このセッションの中で

も、意見の交換、ビジョンの話をしたいと思います。環

境法規制ということです。この地域、いろいろな国が

あっていろいろな法規制があるわけです。このプロセ

スをどうやって管理できるか。そのときに、国による

違い、法規制を作るときのやり方の違いを考えに入れ

ながらやりたいと思います。

　１回目の話としてはこのような話でいいかと思う

のですが、いかがでしょうか。

　パネルディスカッション①

「国際的な連携による環境問題への
取り組みの可能性」

コーディネーター　大津 定美
　　　　　　（環日本海アカデミック・フォーラム世話人

　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学経済学部教授）

パネリスト　トゥン・シャオ・ドゥン
　　　　　　　　　（中国環境保護総局二国間協力課長）

　　　　　　吉田　裕
　　　　　　　　　（環境庁長官官房審議官）

　　　　　　バサン・ドージ
　　　　　　　　　（モンゴル自然環境省次官）

　　　　　　インスー・リー
　　　　　　　　　（韓国環境部国際協力局長）

　　　　　　アンドレイ・プレシコフ
　　　　　　　　　（ロシア連邦自然保護研究所所長）

　　　　　　早瀬 隆司
　　　　　　　　　（長崎大学環境科学部教授）
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（大津）　大変簡潔なご紹介と話をいただきました。そ

れではまた後程伺います。次に韓国の代表、インスー・

リーさん、お願いいたします。

（リー）　議長、ありがとうございます。はじめに、韓

国の環境庁を代表いたしまして心からの感謝の気持

ちを、この重要な会議、シンポジウムがここ舞鶴の地

で行われておりますが、お招きいただきましたことを

感謝申し上げます。

　皆様ご存じのとおり、いろいろな研究によります

と、国境を超えた公害の問題、例えば酸性雨、この地

域の海洋汚染、こういった問題は21世紀において最も

深刻な問題になるだろうといわれております。北東ア

ジアの環境の見通しを考えますと、より緊密な協力を

この地域の国々で培っていく必要があります。しかし

ながら、地域協力の努力、それで環境の質をよくして

いこうという努力、これまでは十分ではありません。

協力してやっているものとしても意識的なもので、あ

まり実を結んでおらず、単に情報やアイデアの交換に

終わっております。

　韓国の地方自治体は、協力的な関係を、中国や日本、

ロシアなど、ほかの国の地方自治体と培っておりま

す。姉妹都市の提携を結んでいるのです。このような

関係によって、交換プログラムを行っております。例

えば政府の役人を出向させる、交換をする、トレーニ

ングプログラムをするといったことを行っておりま

す。このような協力的な活動は以下のようなかたちで

地方自治体が行っております。

　まず３つの環境ミーティング、会議がこの黄海の周

りの都市で95年以来開かれております。このミーティ

ングの目的は環境の情報を交換しようということで

す。これによって環境汚染に対する措置を強め、環境

の地球的な打撃を減らそうということです。３回の会

議が開かれているのですが、詳細にわたる会議の内容

というのはまだ十分ではありません。参加国の関心が

薄れてきたために今はあまり動いていません。

　それからプサン市など、出向プログラムを行ってお

ります。もしくは環境に関した訪問プログラムをやっ

ています。そして、この地方公共団体の環境法に関す

るベンチマーキングをやっております。しかし、こう

いった協力プログラムも限界がありまして、交換プロ

グラムといっても行政やスポーツ、文化に限られてお

ります。環境の分野での協力が十分なされていないの

は事実です。環境の施設を訪問する、短期的なトレー

ニング、それから政策のトレーニング、協議の会議、こ

ういったプロジェクトが行われておりますが十分で

はありません。地方自治体は、環境よりも開発の方に

焦点を当てているわけで、環境分野への関心が薄いの

が事実です。

　最近、ＥＳＣＡＰのミーティングで、環境と持続可

能な開発についてイニシアチブが取られております。

またエコアジアの会議が行われておりますが、これは

非常によい基礎になると思います。この地域の地方自

治体が、これをぜひ考慮に入れて進めればいいと思い

ます。

　この環日本海環境協力会議、これは３か国が順番に

ホストしているわけですが、非常に大きな貢献をして

いると思います。これによって相互の関係理解、それ

ぞれの環境の問題といったものをよく理解しており

ますし、国民の理解を高めるうえで役に立っていると

思います。

（大津）　地域協力には、何よりも情報の交換、人との

交流が大事だということで、いろいろな試みをやって

おられるようです。それでは次にモンゴルを代表して

いただいて、バサン・ドーシさんにお願いいたします。

（ドーシ）　議長、ありがとうございます。モンゴルを

代表しまして、心からの感謝の気持ちを申し述べたい

と思います。日本の環境庁の皆様、京都府舞鶴市の皆

様、そしてこの環日本海アカデミック・フォーラムの

皆様、この主催をしていただいてありがとうございま

す。この地域での環境協力を進めるための会議という

ことですね。非常にうれしく思っております。それか
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ら感謝の気持ちを浜さんにも申し上げたいと思いま

す。すばらしいプレゼンテーションを先程お話しいた

だきました。

　モンゴルは250万の人口を抱えております。領土の

80％が牧草地で、残りの10％ほどが農耕地となってお

ります。そして、その地方自治体の管理を強めていく

必要があります。22アナックがあります。省というか、

県のようなものです。それから、230くらいのフォンと

いうのがあります。これは小さな行政区で、町か市にあ

たるでしょうか。そして2000くらいのバークというの

があります。これはもう少し小さな行政区になります。

　ローカルなレベルでは、1100の人々が仕事をしてお

りまして、環境の法規制であるとか、環境の管理を

行っております。1988年まででしょうか、そのときま

で特に環境に対して担当するような省や庁がありま

せんでした。我々の環境省ですが、そのあとに構築さ

れたものです。1990年のあと、統合化された行政シス

テムというのができまして、一つの共産党が主権を

取っているわけであります。99年以来、市場経済に移

行しておりまして、政策を今いろいろ出しているとこ

ろであります。そして分散化、分権化を進めていると

ころです。今のところ、それほど大きな努力、日本や

ほかの国のように大きな問題を抱えているわけでは

ありません。しかし次のような活動をしております。

　ローカルなレベルで、環境に関する当局を作ってい

くということです。それから、能力の構築を進めてお

ります。ローカルなレベルでの人員の養成をしている

ということです。そして、公共政策やローカルなレベ

ルでの投資政策をこういった方面でも進めておりま

す。それから、エコロジカルな環境教育、国民の意識

啓もうを進めております。環境協力を、地域で、地方

自治体の間でも進めております。

（大津）　モンゴルは改革に入っておられるわけです

が、他方、教育を通じた環境問題等についても施策を実

施しておられるということでした。それでは、次に日本

を代表して、環境庁の吉田審議官にお願いいたします。

（吉田）　ただいまご紹介いただきました環境庁の吉

田でございます。このシンポジウムの主催者の一員と

いたしまして、本日このようにたくさんの方にご参加

をいただいたことをまずもって感謝申し上げるしだ

いでございます。

　私からは、環境にかかわります国際的な地域協力に

おける地方自治体の持つ役割、それから、その現状と

今後の方向について簡単にご紹介をしてみたいと思

います。

　まず、この地方自治体における環境協力の意義とい

う点です。基本的にはやはり政府間ベースではなかな

かできないような分野についての役割が期待されて

いるといえると思います。例えば、地域の計画づくり

あるいは環境管理などにおきまして、地方自治体に固

有な行政的な能力、こういったところを活用した協力

というのが、期待の一番大きなポイントだろうと思い

ます。環境を軸とした地域づくり、あるいは町おこし、

それから、先程お話のございました姉妹都市交流、こ

ういった面での地方自治体の経験を生かした協力が

期待されております。

　それから、住民参加型の仕組みを使いました、いろ

いろな地域密着型のノウハウというものも活用でき

るのではないかと思います。国全体でもいろいろなか

たちの国際的な協力をやっておりますが、そこにおけ

る人的な面での専門家の協力といったことも、従来か

らこの自治体に対します期待の一つになっていると

思います。

　こういったものに対しまして、一方では、地方自治

体あるいは地域住民にとっての意義というものもあ

ろうかと思います。こういった活動を通じて、地域の

住民の方々の環境の意識の向上といったもの、あるい

は、こういった活動を通じた自治体の環境分野の体制

の強化が図れる。この交流を通じました地域の国際化

や活性化といったようなかたちでの意義もあるので

はないかと考えております。こういった自治体におけ

る環境協力の取り組みの現状について簡単に見てみ

ます。

　まず、いくつかのやり方があるわけですが、地方自治

体が通常の業務の一環として実施しているものがござ

います。例えば、先程の姉妹都市や友好都市関係とい

うかたちでの交流事業を行う中で、環境分野の調査

団、あるいは専門家の派遣、そして研修生の受け入れと

いった事業がございます。最近では、中国、韓国とも、

かなりこういった協力が進んでいるというものです。

　２番目は、具体的な組織を設立いたしまして、その

組織を通じた事業というものもございます。例えば、
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北九州市におきましては、北九州の国際技術協力協会

がございますが、その中に環境協力センターが設置さ

れておりす。専門家の派遣、研修生の受け入れといっ

たもののほかに、いろいろな調査の事業もすでに実施

されています。三重県の四日市におきましては、国際

環境技術移転研究センターがございます。ここでもい

ろいろな国との研修、専門家派遣事業といったものが

精力的に実施されております。また、横浜におきまし

ては、アジア太平洋地域の都市の間で、技術交換を行

う目的でシティネットという組織がすでに設立され

ております。

　３番目には、国が行う国際的な協力における自治体

からの協力ということであります。国際協力事業団Ｊ

ＩＣＡが行っている環境分野の発展途上国における

技術協力の中で、環境関係の専門家派遣はこの10年間

で倍増いたしております。その中の約１割が自治体か

らの職員の派遣というかたちで協力がなされており

ます。

　それから、そのほか国際機関への協力ということも

ございます。例えば大阪、あるいは滋賀県でＵＮＥＰ、

国際環境協力の一貫ですが、ここの国際環境技術セン

ターを設置いたしております。神奈川県におきまして

は地球環境戦略研究機関、通称ＩＧＥＳと呼んでおり

ますが、こういったものも設立されております。さら

に、兵庫県ではアジア太平洋地域変動研究ネットワー

ク（ＡＰＮ）というものもできていますし、新潟県で

は酸性雨のモニタリングネットワークというものも

あります。富山県では北西太平洋地域海行動計画（Ｎ

ＯＷＰＡＰ）というものもございます。こういった機

関での協力というものもなされています。

　こういった現状に対しまして、従来はこういった拠

点づくりということを重点的にやられていたわけで

すが、今後は、これをさらに面的に広げるということ

が中心的な方向ではないかと思います。こういった展

開を図るうえで、自治体の力を活用することによって

しかできないような、地域密着型のきめの細かい環境

協力というのが不可欠ではないかと思っております。

　今後、効果的・効率的に維持していくために、自治

体がほかの主体、例えば国やＮＧＯ、企業などのいろ

いろの機関との情報を共有しながら、連携をしながら

進めていくことが重要だと考えているところです。あ

りがとうございました。

（大津）　どうもありがとうございました。さまざまな

かたちで、我が国も地域を通じた環境問題への取り組

みをしているという報告をいただきました。それでは

最後になりまして失礼ですが、中国のトゥン・シャオ・

ドゥンさんにお願いをします。

（ドゥン）　議長、ありがとうございます。まず中国代

表団を代表しまして、私から日本と環境庁に対しまし

て、また京都府舞鶴市に対しまして、このような会議

に参加する機会を与えてくださいましたことに感謝

申し上げます。

　私たちの協力を推進するうえで、地方自治体の参加

は決して避けて通れないものです。そしてＮＧＯ、コ

ミュニティ、地域の参加がなくては地域協力は達成し

えません。というのは、このような人々こそが主役に

なるべきだからです。そのような意味で、中国中央政

府は常に国際そして地域レベルでの協力を、自治体の

環境担当者とＮＧＯ研究機関が追求することに支援

してまいりました。そして、中国の代表団は、北京、天

津、大連、成都、その他、中国各地から構成されてお

ります。ですから、地方自治体がこのような地域協力

の国際会議に参加するということに重きを置いてい

るということを表しております。

　過去２～３年の間、情報協力や国際協力の活動がこ

れらの都市で発展してまいりました。そして、北東ア

ジア地域のそれらの都市との交流を結ぶ都市ともそ

のような活動をしていました。例えば大連市は舞鶴市

と姉妹都市になっております。このようなケースに関

しましては、後程また代表団の方から詳しく報告させ

ていただけると思います。

　自治体は中央政府の支援を常に受けております。そ

して環境協力に参加できる環境を整えてもらってい

ます。中国のシーファと呼ばれております機関がござ

いますが、去年から新しいミッションを持っていま

す。その新しい責務というのは、自治体のＥＰＢ（環

境保護局）に対し環境協力への指針を出すというもの

です。そして今年、このシーファの方で国内での会議

を開いていく予定です。それにより、各自治体から国

内の会議に参加をしていただき、国際協力の中で得て

きた意見や経験を交換してもらう場にしたいと思っ

ています。これを中国国内ですが、今日ここで行って

いるものと同じような趣旨で行おうと思っているわ
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けです。

　そして情報の共用、人材の育成などをとおして、将

来に向け、より多くの協力が中国に向かい、中国に対

して協力をしたいという人々が増えていくことを望

みたいと思います。このような協力がすでに実を結び

つつあると感じています。中国は北東アジア地域の多

くの国々と環境に関する合意を結んでおります。この

ような合意が枠組みとなり、そして基礎となって私た

ちの協力・連携を支えていくことになるでしょう。皆

様、大変ありがとうございました。

（大津）　大変内容豊かな取り組みのご報告をいただ

きました。二国間関係の合意というのも多く行われ

て、さらに地方地域からたくさんの人たちが今や環境

問題について研究に行ったり、議論をしたりしている

様をご報告いただきました。中国からは今回の会議に

合計11人もの参加をいただいているようです。地域か

らということでご発表いただく方がよかったのかも

しれませんが、今日は北京政府の方からお話しいただ

いたわけです。

　以上、私が時間について厳しいことを申し上げすぎ

たかもしれません。若干遠慮されたような節もあるか

と思いますが、さしあたり環境行政のトップにある方

の目からの現状報告をいただいたわけです。次に早瀬

先生から、研究者からの立場からどういうことが可能

かということについてお言葉をいただきたいと思い

ます。

（早瀬）　研究者の立場からということで名前を呼ば

れたのですが、研究者というよりは、いくつか具体的

な国際協力の経験を積んでおりますので、そういう経

験を積んだ立場からご協力できるのではないかと思

います。

　この環日本海環境協力会議の中で、新たな地域連携

と環境問題の取り組みということを議論する場があ

るとお聞きしたときに最初に思いましたのは、パート

ナーシップという言葉があるのですが、ぜひここで、

パートナーシップという言葉について今一度皆様と

一緒に考えてみたいということでした。

　パートナーシップという言葉は皆様、何度も昔から

聞かれていることだと思います。あちらこちらで今ま

でも使われてきました。国際協力の分野でも、パート

ナーシップという言葉はもう使い古されているかも

しれません。しかし現状を見てみますと、世界の中の

貧しい人たち、底辺にいる20％の人たちの所得は、全

体の所得のいまだに1.4％でしかない。20％の人が1.4

％しか占めていない。しかも困ったことには、その

シェアというのが過去30 年間に増えてきたのではな

く、逆に下がってしまっている、貧富のギャップがさ

らに大きくなってしまっている。こういう現実がある

わけです。

　こういう現実を踏まえ、1990年代になってリオで地

球サミットが開かれました。また、北京でしたか、女

性サミットが開かれました。また、イスタンブールで

はハビタット２という居住関係の会議が開かれまし

た。これらは皆、世界規模での非常にハイクラスの会

議です。この３つの会議で発信された共通したメッ

セージは何かというと、やはりまたパートナーシップ

という言葉が発信されたわけです。

　では、今私たちが求めようとしているパートナー

シップとはいったい何なのかということを考えてみ

なければいけないのではないかと思います。市民の一

人一人が、あるいは市民のグループが、自分たちの問

題を自分たちで解決するような仕組み、そのために中

央政府と地方政府の連携を一層緊密にして、市民の参

加によって地方政府が効果的に市民のニーズに対応す

るような仕組み、そういったものが今世界的にいわれ

ているパートナーシップという言葉の背景に隠されて

いるということが指摘できるであろうと思います。

　地域連携による環境協力の意義ということを考え

る場合にも、この環境問題というのはグローバルな規

模で生じている経済社会的な問題であって、それをた

だ私たちは環境という視点から見ている。そういう性

格のものであろうと思います。ですから、環境問題は

地域で生じているものですが、実は非常にグローバル

な問題である。

　そういった問題を解決する際にも、やはり今まで

の、国と国とが中心になった、国のイニシアチブによ

る協力とは少し違う地域が中心になったパートナー

シップが、特にこの環境問題の分野では必要とされて

いると思います。特に地域連携による環境協力の意義

というよりは、むしろ地域連携による環境協力に求め

られているニーズという観点から、このパートナー

シップという言葉を今一度かみしめてみたいと思っ
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ています。

（大津）　どうもありがとうございました。言葉は美し

いのですが、さて実際にどうやってこれを、というこ

とになりますと、たくさんの問題をはらんでいると思

います。

　これまで行政の責任者の方からお話しいただきま

したが、中心の問題の１つは例えば友好都市、あるい

は人的交流というような、これも大事な一歩、ステッ

プかとは思いますが、ひょっとするとそれは乾杯外交

なのではないかというような疑問もわいてくること

があるかもしれません。

　さらに考えますと、さまざまな環境破壊問題が陸続

として生じているわけで、今の早瀬先生のお言葉のよ

うに、問題はグローバルだ、しかし地域連携パート

ナーシップの中でこれを解決していくイニシアチブ

をどんどん作っていかなければいけない、こういうお

話をいただいたわけです。

　次に、残された時間を利用しまして、今それぞれ各

国の代表から、また専門家のコメントをいただいたう

えで、もう一度それぞれの国の方から、あるいはこん

なことをしたい、あるいは夢かもしれませんが、そう

いうところへも少し話を広げていただいて、発言をい

ただければと思います。行政の方に「夢を語れ」とい

うのはちょっと無理かもしれませんが、しかしさまざ

まな取り組みをしてこられているわけで、逆に、ぶつ

かっている困難というものについても同時にお話し

いただければと思います。

　吉田さんから何かございますか。

（吉田）　それでは、地方自治体の環境協力に関してコ

メントすべき点につきまして２～３申し上げたいと

思います。

　まず、基本的に今後のやり方としましては、やはり

地方自治体の自助努力というのが基本だろうと思い

ます。いろいろなかたちの地域住民の環境協力に対す

る理解を得ながら、こういった努力の積み上げが一番

の基本だろうと思います。いろいろなかたちでの連

携、情報の収集、提供、専門家の育成といったような

かたちでの基盤整備というのが基本にあろうかと思

います。そのためには、先程申しましたように、さま

ざまな機関、国、ＮＧＯ、企業、いろいろなかたちで

の主体との連携が重要であろうということは先程申

したとおりです。

　さりながら、自治体だけではなかなか進みにくい点

も現実問題としてあるわけです。こういった点につい

て私ども国としましても、できるかぎりの支援という

かたちでの環境整備を図ってまいりたいと思ってお

ります。具体的には、環境基本計画の中におきまして

も、こういった地方自治体を通じた自主的な取り組み

をベースにした国際協力というものもうたい込まれ

ております。こういった取り組みに対しまして、情報

面、技術面、あるいは資金面というかたちでの支援が

必要になってきていると思います。

　現在のところ、こういった自治体の協力に対しまし

ては、自治体の国際化協会、あるいは国際環境自治体

協議会といったところがいろいろな支援を行ってお

りますし、私ども環境庁としましても、環境基本計画

の推進事業に関します補助金、あるいは環境事業団に

地球環境基金というのがありまして、こういったツー

ルを通じた支援を行っております。また、来年度から

はさらにいろいろなかたちでの支援のあり方の検討

も行っておりますし、地方自治体、民間企業、ＮＧＯが

連携して行うようないろいろな取り組みのモデル事業

というものも取り上げてみたいと思っております。

　それから、一昨年の京都会議でなされました地球温

暖化対策をさらに推進していくために、昨年、地球温

暖化防止を推進するための法律が国会で制定されま

した。これに基づいて今、国としましても温暖化対策

に鋭意取り組んでいるわけです。その実施にあたって

は、国なり事業者のみならず、地方自治体、あるいは

地域住民の皆様方のそれぞれの立場からの対応とい

うのも必要であるということが法律の中にも書かれ

ておりますし、その具体的な受け皿として、各都道府

県に地球温暖化を進めるための推進センターを設立

することになっています。

　こういったセンターの活動を通じて、さらに地球温

暖化のみならず、いろいろな幅広い国際的な協力と

いったところまで拡大できればと思っているところ

です。

（大津）　どうもありがとうございました。地球温暖化

対策の問題にも触れていただいたわけです。それで

は、中国の代表の方よろしいですか。
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（ドゥン）　ありがとうございます。大変感銘を受けま

した。このような公開のシンポジウムを行われている

ということ、そして、中央政府、地方自治体が集まり

まして、市民の方と一緒に環境問題を話し合う機会が

あるということはすばらしいと思っています。そし

て、私から、新しい取り組みをご紹介できると思いま

す。中国の地方自治体も地域による国際協力を推進し

ております。また、日本、韓国の地方自治体、ロシア、

モンゴルの地方自治体とも、かなり強い関係を築いて

おります。

　しかしながら、もちろん難しい点もございまして、

解決が必要になっています。時間の関係もありますの

でまとめてお話ししたいと思いますが、国際協力のた

めの情報の欠如ということがいえると思います。それ

により、国際的な環境のための協力が難しくなってい

るかと思います。地方自治体にとって、どういう方向

性かというのが明確でないということが時々あると

思います。

　また、どのように国際協力を統合していくのか。自

国の国家で行われている取り組みとどのように統合

していくのかを考えていかなければなりません。そう

いったところも重要な役目として、国会の方で行って

いかなければならないのではないでしょうか。

　そして、国際協力の質なのですが、これをさらに高

めていく必要があります。ときには外国のパートナー

や中国の方のパートナーが、ともに懸案事項に関して

調整努力をするのが難しいということがあります。こ

れはたぶん、お互いの理解またコミュニケーションが

不足しているというところに起因するのではないか

と思っています。そういう意味では、このような協力

がそのために難しくなるということがわかります。

　最後に、国際協力のキャパシティビルディング（能

力の構築）が必要であると思っています。私自身、今

日は中国を代表してこちらに伺っているわけなので

すが、地方自治体による能力、キャパシティをさらに

高めていく必要があると思います。私自身も、より積

極的にこのような情報の流れまたはチェーンに対し

て関与していきたいと思っています。言葉の壁もあり

ますけれども、それを超えて頑張っていきたいと思っ

ております。

（大津）　大変な努力をされているにもかかわらず、い

ろいろな困難を抱えているという点について、率直な

現状の報告をいただきました。続きまして韓国のイン

スー・リーさん、もう一度お願いできればと思います。

（リー）　議長、ありがとうございます。環境協力を改

善していくということを、地方自治体の中で、北東ア

ジア地域の中で行っていくというときに、包括的な

ネットワークをローカルのレベルで構築していくこ

とが必要だと思います。それには、市民、ＮＧＯ、地

方自治体、専門家の方たちが関与する必要があるで

しょう。そのようなネットワークを構築し、国際的な

レベルにまで広げていくためには、政府からの専門家

にも関与してもらうということが必要です。

　また、ネットワークを送信していく際に、具体的な

エリアにフォーカスしていくことも必要だと思いま

す。もちろん包括的な協力も必要ですが、具体的なと

ころに絞ることも必要でしょう。そのようなネット

ワークでは、重要な方法として協力の質を上げていく

ということが必要になりますし、地方自治体がそのよ

うなプログラムを作っていく。そしてＮＧＯをサポー

トしていくということが必要になると思います。

　また、環境協力の活動が姉妹都市関係でも共有して

いくことが必要になると思います。さらに環境機関、

環境の組織というところにも協力を得ていく必要が

あると思います。また地方自治体や中央政府の方でそ

れを考えていく必要があると思います。そのような

ネットワークを通じて、国際的な環境協力を行ってい

く際に財政的な問題もあると思います。北東アジアの

各国家で、地方自治体がより容易にこのような活動を

行えるように、地域的な問題を協力に基づいて行って

いかなければならないと思います。

　そして、環境に関する会議、このほか、日本海カン

ファレンスのようなもので協力を培っていくことが

必要でしょう。また、地方自治体の間で協力関係を構

築していくために、それぞれの地元の機関が関与する

必要があると思います。現在、環日本海環境協力会議

というのがありますけれども、こちらの方で環境協力

について話し合うという枠組みを作っております。こ

ういうことで、中央政府からも協力、サポートが必要

になると思います。

　このような環境会議、シンポジウム、これを一つの

機会として中央政府とのつながりをさらに強め、地方
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自治体どうしの協力を強めていきたいと思っており

ます。ありがとうございました。

（大津）韓国の場合は、この環境会議自体が、最初、韓

国と共同でものを考えるという会議を開いたという

ところから始まったようです。さまざまなパートナー

シップというものも経験が重ねられているように思

います。この辺でいかがでしょうか。早瀬先生、お気

づきの点がありましたら。

（早瀬）　そうですね。こういう地域連携といった先進

事例として、ヨーロッパの国々の取り組みというのも

私たちの地域と対比して考えてみるということもお

もしろいのではないかと思います。ヨーロッパの地域

では、昔から大気汚染物質の越境移動、国を越える大

気汚染物質の移動の問題や、あるいは北海の環境保全

の問題、こういった問題について協力した枠組みが作

られています。

　どういったことをやっているかを簡単に申し上げ

ると、各国に共通の環境保全目標を設定する。あるい

は、そういった環境目標の達成のために、法的な対応

についてまで共通の合意を取っていくということが

行われているわけです。振り返ってみて、では私たち

のこの地域での協力はどうなのだろうかということ

を今各国の方々のお話を聞きながら考えていたので

すが、やはり、ヨーロッパを先進事例として見るとい

うよりは、むしろアジア独自の協力の方向というのを

考えていくのかなという気が強くしました。

　ヨーロッパのようなかたちでの協力を急にやろう

としても、文化的、社会的、経済的に私たちの集まり

というのは非常に多様だということをあらためて感

じました。皆様の発言の内容を見ても非常にバラエ

ティに富んでいます。ですから、まだ共通の政策目標

を作る、そういったレベル、そういう方向性のことで

はなく、相互理解、相互補完といった視点からの協力

をしばらく続けていくことが必要なのではないかと

思いました。

　それで、自治体レベルあるいは地域レベルでの環境

協力の事例という意味では、先程日本の環境庁の審議

官の方からもお話がありましたが、北九州市の取り組

みというのが非常にユニークでおもしろいのではな

いかと思います。他の自治体で一般的にやっておられ

るようなこと、例えば研修員の受け入れ、専門家の派

遣、国際会議の開催、そういったかたちの協力も進め

ておられるのですが、北九州市の協力の中で特徴的な

ものは、アジア地域の他の都市と環境パートナーシッ

プ都市というアグリーメントを結ばれて、都市間での

協力に積極的に関与しておられるということを挙げ

ることができるだろうと思います。

　私自身は、北九州市がインドネシアのスマランとい

う町とパートナーシップ都市協力をしておられるの

に関与させていただいているのですが、この協力に

は、行政の職員だけではなく、先程ご紹介のありまし

た、北九州市の国際協力をするために作った財団法人

であるＫＩＴＡの技術者も参加しますし、さらには地

元の企業の方、民間の人たち、私たちのような大学に

いる者たち、そういった者も参加しているわけです。

　スマランで行われた、スマラン市と北九州市が共同

で主催した国際会議に参加させていただいた際にも、

実は北九州市のお豆腐屋さんが参加されていました。

つまり、インドネシアもお豆腐をたくさん食べるので

すが、スマランのお豆腐屋さんと北九州市のお豆腐屋

さんの交流といったものが一つのテーマになってい

たわけです。

　お豆腐屋さんが参加するということは、国レベルの

協力でそういった産業協力をするにしても、なかなか

お豆腐屋さんにまで手が回らない。でも実は地方の環

境を考える場合には、お豆腐屋さんというのは非常に

多くの排水を流しているし、地域の産業、地域の生活

に非常に密着した産業である。こういった国レベルの

協力で取り上げられることのない業種を取り上げて

おられるということが一つです。

　それと、そういった市民のお豆腐屋さんの代表が参

加することによって、その方も「北九州市は国際協力

国際協力というけれども、市レベルでいったいどうし

てそういうことをするのかとずっと考えていた」と

おっしゃるのですが、そのお豆腐屋さん自身がそうい

うかたちで国際協力にみずから参加してみることに

よって、市のやっている国際協力の意義、言葉では彼

も説明できないでしょうし、私も一言で説明するのは

難しいのですが、「体で国際協力の意義というのはよ

くわかりました」とお話しされていたのは非常に印象

的でした。

　そういった地方自治体レベルの協力は、国際的なこ
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とは国に任すという住民の意識がある間は非常に難

しいのですが、こういったかたちで市民の方が参加す

ることで市民の方の支持を得ることができる。これは

地方自治体にとっても非常に重要なポイントではな

いかと思っています。

　また、そういった協力に市民が参加することによっ

て、行政そのものの透明性というものもずいぶん改善

される。もう１つ申し上げるならば、豆腐屋さんをと

おした協力というのは、ただ単に廃水処理の技術協力

ではなく、豆腐産業の育成という視点を含んだ協力を

することによって、産業の育成をも視野に入れた、ま

さに持続可能な開発という視点からの協力が行われ

ているということが特徴的ではないかと思います。

　このように、北九州市の協力というのは、先程私が

申し上げました新たな意味といいますか、最近、広く

行きわたりつつあるパートナーシップという意味で

は、非常にいい、おもしろい事例の一つではないかと

思います。市民や日常的な産業、地方自治体、学者、国、

それぞれがそれぞれの貢献をしながら、それぞれが

パートナーシップを組みながら、日本国内だけではな

く、相手の国内においても同じようなパートナーシッ

プの育成を進めていくことが重要なのではないかと

思っております。

（大津）　どうもありがとうございました。お豆腐屋さ

んという我々にとって非常に身近な商売を取り上げ

て、しかもそれが大きな国際的な地域連携の芽をはら

んでいるというお話をいただきました。大変ありがと

うございました。単に北九州市だけではなく、この舞

鶴でも、京都府でも、あるいは環日本海でも広げて可

能なところで、今日はたくさんおいでいただいており

ますので、皆様からそういう具体的なお話を聞けるか

と思いますが、今しばらく代表の方に続けてお話を伺

いたいと思います。モンゴルの代表の方、どうぞお願

いいたします。

（ドーシ）　議長、ありがとうございます。私の国では

地方自治体はそれほど強くはないのです。かなり制限

されたかたちでしか権限を持っておりません。この環

日本海環境協力会議でもそういったかたちでの参加

になります。

　ほかの環日本海諸国から我々は何を学べるかとい

うと、経験です。そして地方自治体との緊密な関係を

培っていらっしゃる、それを学べると思います。環境

協力を考えたときに、特にローカルなレベルというこ

とでは非常に重要だと思います。直接的な関係を地方

自治体の間、姉妹都市というかたちで培っていくこと

ができます。モンゴルのほとんどの省では、よいパート

ナーシップを中国の省やロシアの州と結んでいます。

　ある傾向が見られるのですが、直接の協力をしてい

こうということです。日本と韓国の地方自治体と直接

の関係を結ぼうという動きも見られます。したがっ

て、我々の方でもそういった活動を支援しており、特

に、環境の分野でのそういった協力を進めているとこ

ろです。

　２つのアイデアがあります。環境協力を地方自治体

の間でどうやって進めていくかに関してですが、１つ

はメカニズムを作る、ある機構を作ろうということで

す。それによって地方自治体の間の協力を進めてい

く。例えば、直接訪問し合う、直接のコンタクトをとっ

て、どのようにして実施しているかを話し合ったり、

経験を共有していったりすればいいと思います。２つ

目は、地域の環境活動ということでいいますと、共同

の会議やシンポジウムを行ったらいいと思います。そ

れによって、研究者や地域のレベルでコンタクトがで

きるようにしたらいいと思います。

（大津）　それでは、次に、ロシアの代表に、お話しい

ただければと思います。

　あるいは会場の皆様も思っておられるかもしれま

せんが、先程吉田審議官も言われましたように、例え

ば地球温暖化防止というところでは、ＣＯ２排出の権

限を商売にしてロシアに日本がたくさん売りつける、

あるいはロシアからその権利を買うという環境ビジ

ネスが日本ではやっているということも聞きますし、

最近では核廃棄物をあの広いロシアに引き受けても

らって、世界の原発の廃棄物をそちらへ、などという

こともビジネスとして進みつつあるという、ある意味

では恐ろしい話も伺っております。

　もしそのようなことがあれば、ロシアの地域の住民

はどうするのだろうかといった初歩的な疑問もわい

てくるわけですが、もしその辺もありましたらお話し

いただければと思います。
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（プレシコフ）　議長ありがとうございます。今のロシ

アを考えますと、３つ大きな優先課題があります。

ローカルでの環境のイニシアチブを考えたときです。

　１つ目は環境ビジネスという点です。これはまだロ

シアで生まれたばかりのビジネスで、10年前にやっと

立ち上がったということであります。これはなかなか

難しいのです。ほかの活動とどのようにやっていくか

ということですが、地元の人々がやっていこうとして

いるのです。本当の環境ビジネスをやろうとしている

のは地方の住民です。廃棄物にしても天然資源の取引

にしても、中小企業がやっているのです。

　そして、ロシアにおいてはこれは新しい活動になり

ます。今、我々は環境ビジネスとつながりを作ってい

るわけですが、エコファンドというのは非常に近いも

のがあります。例えば連邦レベルのエコファンドが

あったり、ローカルなレベルでのエコファンドがあっ

たり、これは省に置かれるわけです。今、新しい世代

の政府以外のエコファンドというのも出てきていま

す。かつてはそういったものはありませんでした。し

かし、今法規制ができまして、非営利、政府以外のエ

コファンドというのが出てきています。

　こういったものは、政府から税控除、特に中央政府

から税控除などの優遇策を得ることができます。特に

地方に特別な法律があった場合、その法律によって税

控除を環境の基金に与えるという場合もありますの

で、環境ビジネスをやる人はこういったファンド、基

金を使い始めています。これは最初の優先課題であり

ます。地元の人たちにとって環境教育で最初に皆様が

考えていることです。

　２つ目はロシアのＮＧＯについてです。これもまだ

立ち上がったばかりです。ロシアでは、ＮＧＯを市民

法、公民法の中で、８年くらい前にやっと位置づけた

ところであります。今何千というＮＧＯがロシアに存

在しています。西洋諸国では非常にお金も影響力もあ

るＮＧＯがありますね。大きなＮＧＯがあります。Ｉ

ＬＥＣやＷＷＦといったものがあります。そういった

ものに比べますと、ロシアは何千といった、小さな、弱

いＮＧＯがあるという状態です。

　今、このＮＧＯが、お互いに手を組んで地域レベル

での本当に力のあるＮＧＯになろうとしています。こ

の文脈で考えますと、近隣諸国のパートナーシップを

考えたいと思います。ほかの国での経験をぜひ生かし

ていきたいと思うわけです。情報を交換していただい

たり、特別な専門家に、我々のＮＧＯでもいろいろ教

えていただきたいと思います。

　３つ目の優先課題ですが、これは法律的な問題にな

ります。こういった活動をロシアでやるときに、法律

的な基盤はどこにあるかということです。というの

も、ロシアにおいては新しい活動だからです。かつて

はこういったものは全然ありませんでした。すなわち

法規制、法基盤として環境ＮＧＯを支えたり、政府以

外のエコファンドを支えたりするものはありません

でした。ですから、この法規制というのは、今、プロ

セスを始めたところであります。

　地元の法律というものもできてきていますが、これ

を連邦レベルでの一般的な環境法とする、ある具体的

な地域に合わせてということです。例えばモスクワで

は、３日前のことですが、特別な地方法を認めました。

モスクワでの自然保護区に関する法律だったのです

が、十いくつかでしょうか、具体的な地元法がありま

す。いろいろな地域にそれぞれの法律があるわけです。

　技術的な問題もあります。中国と同じように大きな

国であればわかってくださると思います。ネットワー

クでカバーするのは難しいのです。情報を交換する

ネットワークです。近代的な設備を使っていくのは難

しい、そうしようと思うと、国が大きいですから距離

も長くなる。ネットワークを作るのは大変だというこ

とです。

　もう１つ難しいのは、国際協力でこの地域から手助

けをしていただけるかと思いますが、こういったこと

も進めていけると思います。先程も専門家の方がおっ

しゃっておりましたが、共通の政策がないということ

です。我々の国の間ではそれがないという話がありま

した。そのとおりだと思います。例えばＥＵなどでは

そういった共通の政策があるのです。そういった点で

は、申し上げたい一つの会議の目標、ゴールというの

は共通の立場を作っていくことだと思います。メイン

の領域を選んで、一歩一歩共通の理解が得られるよう

なかたちで進んでいく必要があると思います。

　いろいろ法規制だけではなく、いろいろな調査の方

法や環境のコントロールのやり方、この辺も調整して

いく必要があると思います。例えば、国境を越えた環

境の影響があるわけですから、何らかの方法でこう
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いった国境を超えるものも考えて、図っていくことが

できると思います。ＥＳＣＡＰの話が先程出ました

が、そのときにはモニタリングのプロジェクトの話が

出ました。６か国すべてをカバーするモニタリングの

プロジェクトです。そのときに共通の解決策が見つか

りませんでした。どうやって公害や汚染、アセスメン

トを法規制でカバーしていったらいいかということ

がわからなかったのです。

　ですから、ぜひ申し上げたいこと、この会議の結果

としてそういったものを成果として生み出したいと

思います。共通の理解、法規制ということです。そう

いったことを進めていければと思います。

（大津）　ＮＧＯというものも生まれつつあって、環境

問題と取り組んでいくというお話をいただきました。

さらに、最後には共通の立場、共通の政策を、やはり

地域全体が一つの基準、一つの方策を打ち立てられる

ような努力が必要であろうという、大変に説得力のあ

るお話をいただきました。

　実はほんのちょっとだけしかないのですが、ぜひこ

こで、今まで出された意見に対してでも結構ですし、

ご提案ないし具体的なお話がありましたら、あるいは

特別においでいただいている皆様の中からでも結構

です、時間はほんのわずかですが、もしご発言があり

ましたら頂きたいと思います。

（Ｑ）　今日は非常に貴重なご意見をお聞かせいただ

いてありがとうございました。一舞鶴市民としてお礼

申し上げます。１つ質問をさせていただきます。環境

問題と経済の発展というのはどうしてもリンクアッ

プするものだと思っています。特に経済の発展、高度

成長期に我が国において非常に環境破壊があったよ

うに、やはりアジア諸国、現在、経済の発展を非常に

重視していると思います。それに対して、環境が破壊

されるという問題点を、特にロシアと中国の皆様にお

聞きしたいのです。

　

（ドゥン）　本当に難しい問題です。大変に有効な質問

だと思います。すべての国は経済成長を経験するとき

には必ず環境への影響を経験します。私たちがよく理

解しているということは、皆様の経験と同じような経

験をたくさんの国が経済成長とともにするというこ

とです。皆様よくご存じのように、中国は過去20年間

に大変速い経済成長を遂げました。それに伴い多くの

問題も発生してまいりました。

　しかし、中国政府はより注意を払い、公害の問題や対

策を取ってまいりました。特に大きな目標として掲げ

ましたのは、公害をコントロールするということです。

1985年のレベルに大気汚染のレベルを抑えるというこ

とです。しかし、現在成長率が７％になっております。

そして、今後20年間に、同じターゲットを達成しよう

としているわけです。つまり2020年までに経済の規模

が2000年のレベルの２倍になると考えております。

　しかし、環境分野では私たちは決心をしておりま

す。つまり環境をこれ以上汚さないということです。

そのようにして環境の質を維持しようと考えており

ます。これは私たちが掲げた目標であり、環境保全と

経済成長の間で均衡をとるということが目標であり

ます。

（大津）　大変に苦労しておられる。2020年までに85年

のレベルに何とか戻すようにという政策目標を持っ

ておられるということでした。頂きましたご質問は、

サステイナブル・ディベロプメントは可能かどうかと

いう根本問題でございました。

　時間がまいりましたのでここで終わらせていただ

きますが、本日は５か国のトップの代表の方から、現

状について、また、今後の地域協力、環境保護につい

ての協力を探るということで貴重なご発言をいただ

きました。早瀬先生も、ありがとうございました。そ

れではこれで終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。

全体交流会議


